
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○入居要件（以下のすべてを満たす方） 

・入居申し込みをした方と配偶者の年齢の合計が７０歳以下で、 

 次の①、②いずれかに該当する方 

  ①婚姻の届出をした日から１年を経過していない方 

  ②婚約者のある方で、３か月以内に婚姻の届出をする方 

・同居親族がある方 

・公営住宅法による収入基準が月額１５８，０００円以上４８７，０００円以下の方 

・市税の滞納がない方 

・住宅に困窮している方（家屋の所有がないこと） 

・暴力団員でない方 

○募集住宅 

住 所：島原市新山一丁目８７１６番地２ 

住宅名：花の丘団地 

構造等：鉄筋コンクリート造３階建て 

設備等：駐車場１台分有（月額１，０００円） 

    共聴アンテナ 

    都市ガス 

     

島原市では、新婚さん向けに市営住宅（特定公共賃貸住宅）を優先

的にお貸しいたします。 

島原市で新生活を始めましょう。 

棟  号：つばき棟２０４号 

間 取 り：３ＤＫ 

家賃月額：４２，０００円 

○備考 

・契約の際には連帯保証人が２名（別生計の方）必要です。 

・家賃とは別に共益費がかかります。 

・退去の際には、原状回復が必要です。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

島原市上の町５３７番地 

島原市建設部 都市整備課 住宅班 

電話：0957-63-1111（内線 228） 

E-mail：jutaku@city.shimabara.lg.jp  


